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社会福祉法人六郷仙南福祉会

役員及び評議員の報酬並びに費用弁償等に関する規程

平成２５年５月２２日

規 程 第 ５ ５ 号

改正 平成２５年１０月２９日

規 程 第 ５ ７ 号

改正 平成２８年１２月２０日

規 程 第 ６ ８ 号

（目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人六郷仙南福祉会（以下「当法人」という）定款第９条

及び第２４条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とい

う）の報酬等について定めるものとする。

（報酬等の支給）

第２条 役員等には、次のとおり報酬等を支給する。

（１）理事長の報酬は、月額 ５０，０００円とする。

（２）非常勤役員等（理事長を除く）については、報酬を支給しないこととし、法人業

務を行う場合には費用を弁償する。ただし、交通費の実費が次条の費用弁償額を超え

る場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。

２ 前項に規定された報酬は、選任された月から支給し、支給日は、法人職員に支給する

給与の例による。

３ 報酬を受けていた役員等が、任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、

その月までの報酬を支給する。

４ 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったとき

には、立替金、積立金等を控除して支給する。

（費用弁償及び旅費）

第３条 役員等が理事長の招集した会議、入札、決算監査等に出席したときは、費用弁償

を支給する。なお、報酬と費用弁償との重複支給は行わない。

２ 費用弁償の額は、日額５，０００円とする。

３ 職員である理事への費用弁償は支給しない。

４ 役員等が職務のため旅行したときは、旅費規程に基づき旅費を支給する。

（公表）

第４条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第３項に定める報酬等の
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支給の基準として公表する。

（改廃）

第５条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

（補則）

第６条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める

こととする。

附 則（平成２５年５月２２日規程第５５号）

この規程は平成２５年４月１日から適用する。

附 則（平成２５年１０月２９日規程第５７号）

この規程は平成２５年１０月１日から適用する。

附 則（平成２８年１２月２０日規程第６８号）

この規程は平成２９年４月１日から適用する。


